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☆オンライン知的財産セミナー（生成AIと知的財産権）⑾
☆オンライン知的財産セミナー（機械・電気・情報・材料分野における進歩性） ⑿

☆中国知財の最新動向　第50回
中国の禁訴令（ASI）がTRIPS協定に違反するかが争点となったWTOパネル報告書 ⑴

Ⅰ　はじめに
訴訟差止命令（英語では「Anti-Suit Injunction」、

英語略称は「ASI」、中国語では「禁訴令」）とは、
契約に専属的合意管轄条項・仲裁条項がある場合
や、実質的に同一の紛争が複数の国の裁判所に係属
する並行訴訟の場合において、一方当事者による外
国裁判所での提訴等を禁止するという差止命令をい

う（あくまでも、訴訟当事者に対する命令であって、
外国裁判所への命令ではないことに留意されたい）。
また、一国の裁判所が下した「Anti-Suit Injunction」
への対抗手段として、「Anti-Suit Injunction」を受け
た当事者が、自国の裁判所でそれを差し止めるため
に「Anti-Anti-Suit Injunction」（AASI）を申請したり、
既に下された他国の裁判所の判決の執行を自国で差
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都道府県・市町村等の事項（役職・氏名）を収録。
下巻  都道府県 ・ 市町村等
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立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項（役職・氏名）を収録。
上巻 　中央官庁等
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